「佐賀市みどりあふれるまちづくり条例」抜粋
（公共施設の緑化）

第１１条　市長は、市が設置し、又は管理する公共施設について、規則で定めるところにより緑化推進等に努めなければならない。

２　市長は、国、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定する国立大学法人（以下「国等」という。）及び他の地方公共団体に対し、これらの者が設置し、又は管理する公共施設について、規則で定めるところにより緑化推進等を図るよう求めることができる。

「佐賀市みどりあふれるまちづくり条例施行規則」抜粋

（公共施設の緑化基準）
第５条　条例第１１条第１項の規定により緑化推進等に努める場合は、市長は、別表第１及び別表第２に定める緑化指針及び緑化基準によるものとする。
２　条例第１１条第２項の規定による緑化推進等を図るよう求める場合は、市長は、別表第１及び別表第２に定める緑化指針及び緑化基準によるものとする。
（民間施設の緑化基準）
第６条　条例第１２条第１項により作成する緑化計画は、緑化計画を作成する対象の行為（以下「緑化計画対象行為」という。）に係る敷地において、次の各号に掲げる緑化が、当該各号に定める基準を満たすように作成するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

（１）　敷地の緑化　緑化を行う面積（以下「緑化面積」という。）が、別表第３の左欄に掲げる敷地面積（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項第１号に規定する敷地面積をいう。以下同じ。）の区分に応じ同表の右欄に掲げる面積以上であること。

（２）　接道部の緑化　緑化を行う接道部の長さが、別表第４の左欄に掲げる施設等の区分に応じ同表の中欄に掲げる敷地面積の区分ごとに同表の右欄に掲げる割合を接道部の長さに乗じて得た長さ以上であること。

２　緑化計画は、緑化計画書（様式第１号）によりこれを作成し、緑化計画対象行為に着手する日前３０日までにその正副２通を市長に提出するものとする。

３　条例第１２条第４項の規定による報告は、緑化完了届（様式第２号）を市長に提出して行うものとする。

別表第１（第５条関係）
	区分
	緑化指針

	共通
	１　地盤及び土壌に適した樹種を選択すること。
２　樹木等を植栽する場所を確保し、緑化を行うこと。
３　みどりの適切な維持管理を行うこと。
４　樹木の剪定は、自然形を活かして計画的に行うこと。
５　みどりを消失する必要があるときは、最小限の範囲にとどめること。

	河川
	治水上支障にならない範囲で、可能な限り多くの緑化を行うこと。

	学校
	１　ブロック塀等により敷地の外周を囲っている場合は、改修等の際に壁面の位置を工夫することにより、その外側に樹木等を植栽した空間を創出するよう配慮すること。
２　校門付近には、子供たちの思い出に残る樹木を植栽すること。
３　花木の植栽、花壇の設置、芝生による被覆等個性のある緑化を行うこと。


	公園
	１　道路空間、水辺空間、公共建築物等との一体化、協調化を図った外周部の空間を確保し、緑化を行うこと。
２　外周部に柵、フェンス等を設置する場合は、設置位置を後退することにより、その外側に樹木等を植栽した空間を創出するよう配慮すること。
３　事故防止等のため外周部を囲わなければならない場合は、原則として生け垣による囲いとすること。
４　公園のシンボルとなるような樹木又は花木の植栽、花壇の設置、芝生による被覆等個性のある緑化を行うこと。

	道路
	１　同一の路線には、既存樹種を基本とした樹種の選定を行うこと。
２　道路の端部の余裕地及び法面を活用した緑化を積極的に行うこと。

	庁舎その他の公共施設
	１　道路空間、水辺空間、公共建築物等との一体化及び協調化を図った外周部の空間を確保し、緑化を行うこと。
２　外周部に柵、フェンス等を設置する場合は、設置位置を後退することにより、その外側に樹木等を植栽した空間を創出するよう配慮すること。
３　事故防止等のため外周部を囲わなければならない場合は、原則として生け垣による囲いとすること。
４　施設のシンボルとなるような樹木、花木の植栽、花壇の設置、芝生による被覆等個性のある緑化を行うこと。
５　駐車場、屋上、ベランダ、壁面等についても、緑化を積極的に行うこと。


別表第２（第５条関係）
	区分
	緑化基準

	学校
	緑被率２０％以上

	公園
	１　街区公園については、緑被率３０％以上
２　近隣公園、地区公園及び総合公園については、緑被率５０％以上
３　都市緑地については、緑被率８０％以上

	道路
	１　歩道幅員３.５メートル以上の道路の新設は、状況に応じ街路樹又は植樹帯の設置による緑化を行うこと。
２　歩道幅員３.５メートル以上の既存の道路は、道路改良時等に状況に応じ街路樹又は植樹帯の設置による緑化を行うこと。
３　前２号以外の道路については、交通状況及び道路形態を考慮し、可能な範囲内での緑化を行うこと。

	庁舎その他の公共施設
	緑被率１５％以上。ただし、小規模な団地等については、緑被率１０％以上


備考　緑被率とは、敷地面積に対する緑被地面積の割合をいう。
別表第４（第６条関係）
	緑化計画対象行為に係る施設等の区分
	緑化計画対象行為を行う敷地面積
	割合

	共同住宅、宿泊施設等
	３,０００平方メートル未満
	１０分の６

	
	３,０００平方メートル以上
	１０分の７

	事務所、店舗、工場等
	３,０００平方メートル未満
	１０分の５

	
	３,０００平方メートル以上
１０,０００平方メートル未満
	１０分の６

	
	１０,０００平方メートル以上
	１０分の７

	庁舎、学校等
	　
	１０分の７

	駐車場その他の施設等
	１０,０００平方メートル未満
	１０分の６

	
	１０,０００平方メートル以上
	１０分の７


